
伊 丹 市 こ ん に ち は 赤 ち ゃ ん 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ９ 年 ４   

月 制 定 ）     

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， お お む ね 生 後 ４ か 月 以 内 の 乳 児 が い る す べ て の

家 庭 を 訪 問 し ， 子 育 て 支 援 に 関 す る 情 報 提 供 を 行 う と と も に ， 親 子

の 心 身 の 状 況 や ， 養 育 環 境 の 把 握 を 行 い ， 支 援 の 必 要 な 家 庭 に 対 し

て 適 切 な サ ー ビ ス の 提 供 に つ な げ る こ と に よ り ， 乳 児 の い る 家 庭 の

孤 立 化 を 防 ぎ ， 乳 児 の 健 全 な 育 成 環 境 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 対 象 家 庭 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に よ る 訪 問 の 実 施 の 対 象 と な る 家 庭 （ 以 下 「 対 象 家

庭 」 と い う 。 ） は ， 市 内 に 住 所 を 有 し ， 生 後 ４ か 月 以 内 の 乳 児 を 育

成 す る 保 護 者 （ 以 下 「 対 象 者 」 と い う 。 ） の 家 庭 と す る 。  

 （ 訪 問 の 時 期 及 び 回 数 ）  

第 ３ 条  市 長 は ， 乳 児 が 生 後 ４ か 月 に 達 す る 日 ま で の 間 に お い て ， １

回 の 訪 問 を 実 施 す る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 対 象 家 庭 の 都 合 等 に よ り 生 後 ４ か 月 を 経 過 し た 後 に 訪 問

を 希 望 す る 旨 の 申 出 が 対 象 者 か ら な さ れ た 場 合 に お い て ， 健 康 診 査

又 は 保 健 指 導 等 に よ り ， 対 象 と な る 乳 児 の 状 況 が 確 認 で き て い る と

き は ， 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 同 項 の 期 間 を 経 過 し た 後 に 訪 問 を

実 施 す る こ と が で き る 。  

３  ３ 回 訪 問 し て 不 在 の 場 合 は ， 第 １ 項 の 訪 問 を 実 施 し た も の と み な

す 。  

 （ 訪 問 の 内 容 ）  

第 ４ 条  訪 問 に お い て 行 う 支 援 の 内 容 は ， 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

⑴  育 児 に 関 す る 不 安 や 悩 み の 聴 取 及 び 相 談 の 実 施  

⑵  子 育 て 支 援 に 関 す る 情 報 提 供  

⑶  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

（ 記 念 品 の 交 付 ）  

第 ５ 条  市 長 は ， 訪 問 の 際 に ， 対 象 者 に 対 し 記 念 品 を 交 付 す る こ と が

で き る 。  



  （ 訪 問 に 対 す る 対 象 者 の 同 意 ）  

第 ６ 条  市 長 は ， 訪 問 を 実 施 し よ う と す る と き は ， あ ら か じ め ， 家 庭  

訪 問 通 知 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に よ り ， 対 象 者 か ら ， 訪 問 の 実 施 に 対 す

る 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 訪 問 の 記 録 等 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 訪 問 の 結 果 を 市 長 が 定 め る 様 式 の 訪 問 カ ー ド に よ り  

記 録 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 地 域 協 議 会 へ の 連 絡 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 訪 問 の 結 果 ， 乳 児 が 要 保 護 児 童 で あ る と 認 め ら れ る  

と き は ， 対 象 家 庭 へ の 支 援 の 内 容 を 協 議 す る た め ， 伊 丹 市 要 保 護 児

童 対 策 地 域 協 議 会 設 置 要 綱 （ 平 成 １ ８ 年 ３ 月 制 定 ） に よ り 設 置 さ れ

た 伊 丹 市 要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 に 連 絡 す る も の と す る 。  

 （ 委 託 ）  

第 ９ 条  市 長 は ， 訪 問 の 実 施 及 び 記 念 品 の 交 付 を ， 社 会 福 祉 法 人 伊 丹

市 社 会 福 祉 協 議 会 （ 以 下 「 社 会 福 祉 協 議 会 」 と い う 。 ） に 委 託 す る

こ と が で き る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て ， 社 会 福 祉 協 議 会 は ， 訪 問 の 結 果 を ， 別 途 市

長 が 定 め る 様 式 に よ り 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 場 合 に お い て ， 社 会 福 祉 協 議 会 は ， 訪 問 の 実 施 を 行 う 者

に 対 し ， 研 修 等 に よ り ， 訪 問 の 実 施 に 必 要 な 知 識 及 び 技 能 を 修 得 さ

せ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 細 則 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る ｡ 


